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男
性
更
年
期
障
害

抑
う
つ
な
ど
）
身
体
症
状
（
睡
眠
障
害

や
肉
体
的
消
耗
感
な
ど
）
性
機
能
関
連

症
状
（
性
欲
低
下
な
ど
）
が
あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
男
性
更
年
期
障
害
の
症
状

は
、
男
性
ホ
ル
モ
ン
の
低
下
の
み
で
説

明
で
き
な
い
こ
と
が
多
い
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
内
分
泌
異
常
を
伴
わ
な
い
男
性

更
年
期
障
害
も
あ
り
、
こ
れ
ら
は
精
神

科
領
域
の
疾
患
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
加
齢
男
性
性
腺
機
能
低
下
症

候
群
の
一
症
状
と
し
て
も
男
性
更
年
期

障
害
は
起
こ
り
得
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
病
態
が
複
雑
な
た
め
、

日
本
泌
尿
器
科
学
会
と
日
本M

eǹ
s 

H
ealth

医
学
会
に
よ
っ
て
「
加
齢
男
性

性
腺
機
能
低
下
症
候
群
（
L
O
H
症
候

群
）
診
療
の
手
引
き
」
が
作
成
さ
れ
、

男
性
の
健
康
的
な
老
化
を
目
指
し
た
診

療
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

神
経
質
・
真
面
目
・
几
帳
面
な
男
性

や
、
責
任
感
が
あ
る
男
性
は
、
更
年
期

障
害
を
発
症
し
や
す
い
そ
う
で
す
。
原

因
が
は
っ
き
り
し
な
い
精
神
症
状
や
体

力
低
下
を
自
覚
し
て
い
る
場
合
は
、
一

度
、
血
中
テ
ス
ト
ス
テ
ロ
ン
（
男
性
ホ

ル
モ
ン
）
の
測
定
を
し
て
み
る
こ
と
を

お
勧
め
し
ま
す
。

　

泌
尿
器
科
と
い
う
と
、
膀ぼ
う
こ
う
え
ん

胱
炎
や
尿

路
結
石
な
ど
の
疾
患
を
連
想
す
る
人
が

多
い
と
思
い
ま
す
が
、
今
回
は
少
し

違
っ
た
領
域
の
話
を
し
ま
す
。

　
「
更
年
期
障
害
」
こ
の
言
葉
は
主
に

女
性
に
お
け
る
閉
経
に
伴
う
症
状
と
し

て
使
用
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、

十
数
年
前
か
ら
「
男
性
更
年
期
障
害
」

と
い
う
言
葉
が
世
間
に
認
知
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
前
期
更
年
期
に
は

ス
ト
レ
ス
に
よ
る
身
体
疾
患
の
割
合
が

多
く
、
後
期
更
年
期
か
ら
熟
年
期
で
は

主
と
し
て
男
性
ホ
ル
モ
ン
減
退
に
よ
る

症
状
が
前
面
に
出
て
く
る
場
合
が
多
く

な
っ
て
き
ま
す
。
特
徴
的
な
症
状
と
し

て
、
精
神
・
心
理
症
状
（
い
ら
立
ち
や

泌
尿
器
科
主
任
部
長　

吉
井
将
人

第 5 回国保中央病院健康フェ
スティバルを開催します

日時　12月 6日㈯午後 1時～
場所　国保中央病院外来ホール
催し物　健康コーナー、相談
コーナー、体験コーナー、フー
ドコーナー、広陵中学校吹奏楽
部による演奏会
（事前申込不要、すべて無料）

臨
時
福
祉
給
付
金
・
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付

金
の
受
付
期
限
を
延
長
し
ま
す

平
成
27
年
2
月
2
日
㈪
ま
で
に

田
原
本
町
臨
時
福
祉
給
付
金
等
給
付
事
業
実
施
本
部
☎
33
・
9
0
0
1
、
☎
33
・
9
0
0
2

　

給
付
金
の
対
象
と
思
わ
れ
る
人
で
ま
だ

申
請
し
て
い
な
い
人
は
、
広
報
7
・
8
月

号
の
折
込
か
、
健
康
福
祉
課
窓
口
や
町
内

公
共
施
設
に
あ
る
申
請
書
送
付
申
込
は
が

き
を
早
急
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

申
請
書
送
付
申
込
は
が
き
は
、
12
月
末

消
印
ま
で
有
効
で
す
。
受
付
後
、
一
定
の

審
査
の
う
え
、
申
請
書
（
請
求
書
）
な
ど

を
送
付
し
ま
す
。

　

申
請
書
（
請
求
書
）
に
必
要
事
項
を
記

入
し
、
添
付
書
類
を
そ
ろ
え
て
、
受
付
期

限
ま
で
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

受
付
期
限　

平
成
27
年
2
月
2
日
㈪

受
付
時
間　

　

午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時
15
分

提
出
方
法

　

健
康
福
祉
課
窓
口
へ
直
接
ま
た
は
郵
送

振
込
め
詐
欺
や
個
人
情
報
の
詐
取
に

ご
注
意
く
だ
さ
い

　

自
宅
や
職
場
な
ど
に
、
町
役
場
や
厚
生

労
働
省
（
の
職
員
）
な
ど
を
か
た
っ
た
電

話
が
か
か
っ
て
き
た
り
、
郵
便
が
届
い
た

ら
、
迷
わ
ず
町
役
場
や
警
察
署
、
ま
た
は

警
察
相
談
専
用
電
話
（
♯
9
1
1
0
）
に

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

一般的な申請から受給の流れ

広報 7・8月号折込チラシに掲載の給付
金申請書送付申込はがきを郵送
（12月末消印まで有効）
※ 申込はがきは、健康福祉課窓口でもお
渡ししています。

町役場から「申請書（請求書）」などが
届く
※ 申請書（請求書）の送付は、申し込み
してから一定の審査をするため日数が
かかります。

「申請書（請求書）」を提出または郵送
※ 申請書（請求書）の受付は、平成 27
年 2月 2日㈪までです。

給付金を受給
※ 申請に基づく審査をし、決定となれば
給付します。
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